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　公共下水道は、清潔で快適な生
活を実現させる役割を担う大切な
施設です。松前町では、平成 14 年
から供用を開始し、現在、筒井・浜・
南黒田・北黒田・西古泉の一部地
区で利用されています。
　公共下水道が使用できるように
なっても、皆さんが生活排水を下水
道管に流すための配水設備を設置
しないと、その働きを生かすことが
できません。利用できる地域の人
は、速やかに接続をお願いします。
　下水道の使用にあたり、よくある
質問をまとめました。

▼切り替え工事の時期は？
　下水道が整備され、使用できる状
態になったら、各家庭からの雨水以
外の排水は、速やかに下水道に接
続してください。
　浄化槽を設置している人は６カ
月以内に排水設備を設置して下水
道に接続しましょう。また、くみ取り
式トイレの人は、３年以内に水洗ト
イレに改造しましょう。

▼下水道を使うときの注意点は？
・台所では…下水道管が詰まる原
因になる割り箸、野菜くずや油など
は流さないようにしましょう。

・風呂場では…髪の毛やせっけんの
塊は下水道が詰まる原因になりま
す。排水溝からこまめに取り除くよ
うにしましょう。
・トイレでは…水に溶けるトイレット
ペーパー以外の紙は、下水道管が
詰まる原因になります。流さないよ
うにしましょう。

問上下水道課下水道業務係
　　　　　　☎９８５―４１２６

接続しましょう
公共下水道

ビ
ー
ム
）
が
原
則
で
す
。
下
向
き
（
ロ
ー

ビ
ー
ム
）
と
こ
ま
め
に
切
り
替
え
て
歩

行
者
な
ど
を
早
期
に
発
見
し
、
危
険
を

回
避
し
ま
し
ょ
う
。

▼
自
転
車
を
利
用
す
る
人
へ

・
夕
暮
れ
時
、
夜
間
の
ラ
イ
ト
点
灯
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

・
夕
暮
れ
時
、
夜
間
は
明
る
い
色
の
服

装
、反
射
材
用
品
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▼
歩
行
者
の
皆
さ
ん
へ

・
夕
暮
れ
時
、
夜
間
は
明
る
い
色
の
服

装
、反
射
材
用
品
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

問
町
民
課
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
２
８

早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
で
交
通
事
故
の
防
止
を

　

日
没
が
早
く
な
る
年
末
に
か
け
て
、

夕
暮
れ
時
、
夜
間
の
交
通
事
故
が
多
く

な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
県

で
は
「
夕
暮
れ
時
の
早
め
の
ラ
イ
ト
点

灯
・
前
照
灯
の
こ
ま
め
な
切
り
替
え
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
12
月
31
日
ま
で
行
っ

て
い
ま
す
。
次
の
点
に
気
を
付
け
て
交

通
事
故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
自
動
車
を
運
転
す
る
人
へ

・
夕
暮
れ
時
は
、
日
没
30
分
前
か
ら
ラ

イ
ト
（
前
照
灯
）
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

11
、
12
月
の
点
灯
推
奨
時
刻
は
16
時
30

分
か
ら
で
す
。

・
昼
間
で
も
、
雨
や
霧
な
ど
の
悪
天
候

で
視
界
が
悪
い
と
き
は
、
ラ
イ
ト
を
付

け
ま
し
ょ
う
。

・
夜
間
の
ラ
イ
ト
は
、
上
向
き
（
ハ
イ

▼
募
集
区
画
数　
　

１
区
画

（
30
㎡
）

※
応
募
多

数
の
場
合

は
抽
選

▼
申
し
込
み
方
法　

　

産
業
課
に
あ
る
「
ま
さ
き
農
園
利
用

申
込
書
」に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印

（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
締
め
切
り　

11
月
28
日（
金
）

▼
申
込
先　

産
業
課
農
業
振
興
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
９

デオデオ●

伊予鉄古泉駅

関西造園● R5
6

●エミフルマサキ

アカチャン
ホンポ
　●

まさき農園

セーラー
松前店
   ●

ま
さ
き
農
園
利
用
者
募
集

　

野
菜
、
花
な
ど
の
栽
培
を
通
じ
て
自

然
と
触
れ
合
い
、
農
業
に
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
、
ま
さ
き
農
園
を
開
設

し
て
い
ま
す
。

▼
利
用
期
間　

　

契
約
日
～
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

（
以
後
１
年
ご
と
に
更
新
）

▼
利
用
資
格　

　

町
内
在
住
の
人（
１
世
帯
１
区
画
）

▼
利
用
方
法

　

で
き
る
だ
け
農
薬
、
化
学
肥
料
を
使

わ
な
い
栽
培
方
法（
有
機
栽
培
）と
し
、

果
樹
な
ど
の
永
年
作
物
の
栽
培
は
不
可

と
し
ま
す
。

▼
賃
借
料　

年
間
５
千
円（
貸
付
期
間

の
途
中
か
ら
利
用
の
場
合
は
月
割
）

▼
場
所　

伊
予
鉄
道
古
泉
駅
東　

栴せ
ん

檀だ
ん

投な
げ

樋ひ

門も
ん

改
修
の
た
め
通
行
止
め
を
行
い
ま
す

　

重
信
川
の
左
岸
に
あ
る
栴
檀
投
樋
門

（
西
高
柳
）は
、
農
業
用
か
ん
が
い
用
水

施
設
で
、
現
在
も
北
川
原
地
区（
約
80
ヘ

ク
タ
ー
ル
）の
農
地
へ
用
水
を
配
水
し
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、設
置
か
ら
約
65
年
が
経
ち
、

老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
改
修
を
行
い

ま
す
。工
事
は
重
信
川
堤
を
開
削
し
、樋

門
、樋
管
と
も
全
面
更
新
す
る
予
定
で
す
。

　

工
事
に
伴
い
、
期
間
中
は
終
日
、
付
近

の
道
路
の
全
面
通
行
止
め
を
行
い
ま
す

（
左
図
）。

▼
期
間　

平
成
26
年
11
月
上
旬
～
27
年

７
月
下
旬

※
通
行
止
め
の
期
間
な
ど
は
、変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

全
面
通
行
止
め
を
行
う
場
所（
起
点

と
終
点
）に
は
、
事
前
に
看
板
を
設
置
し

て
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。
通
行
者

や
周
辺
地
域
の
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
松
山

　

河
川
国
道
事
務
所
（
工
事
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
　

☎
９
７
２
―
０
２
０
６

　

県
中
予
地
方
局
農
村
整
備
第 

一 

課　

　
（
計
画
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
　

☎
９
０
９
―
６
１
４
７

　

ま
ち
づ
く
り
課
土
木
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
２
１通行止めとなる道路

　大きな災害が起こったとき、最初に大きな問題
となるのがトイレです。阪神淡路大震災では、ほ
とんどのトイレで汚物がたまり、水もなく流せず
に使用不能に…。東日本大震災でも同様に、断水
期間が長かったため学校のプールなどの水もすぐ
に無くなり、流せなくなりました。
　一般的に人間が1日にトイレに行く回数は6回
前後で、60L程度の水を使用するといわれていま
す。松前町の3万人が1日6回トイレに行くと…
18万回分、1,800トンの水が必要です。災害時に
断水した場合、これだけ大量の水を確保するのは
不可能です。もしもの時でもトイレが使用できる
ように、日ごろから対策を考えておきましょう。

トイレのお話

▼トイレ対策
自助・共助　市販の簡易トイレを常備したり、既存
　のトイレにビニール袋や新聞紙を敷いて利用でき
　るよう準備したりしておく。
公助　マンホールに直結するトイレを設置する（平
　成26年度より順次、各避難所に配備予定）。

松前の
防災力
総務課危機管理係
☎ 985―4103

▲マンホール直結式トイレ

▼簡易トイレ
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問町民課コミュニティ係　☎ 985-4228

大溝

◦祭り用具一式
ステージ、やぐらほか

◦祭り用具一式
提灯、アンプ、テントほか

塩屋

平成26年度

宝くじ助成事業で整備
宝くじ助成で、大溝地区と塩屋地区
に祭り用具一式が整備されました。 

問財政課入札検査係
☎９８５―４１５７

平成 27・28 年度
入札参加資格審査の
申請の受け付け開始

　27・28 年度に町が発注する
建設工事、測量・建設コンサ
ルタント、業務委託や物品な
どの入札参加資格審査の申請
を次の通り受け付けます。
　詳細は、財政課窓口、ホー
ムページに掲示していますの
で、確認の上、申請してくだ
さい。

▼受付期間　
11 月 4 日㊋～ 12 月 25 日㊍

　

下
記
の
町
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で

売
却
し
ま
す
。

▼
入
札
日　

平
成
27
年
１
月
26
日（
月
）

▼
入
札
参
加
方
法　

　

入
札
参
加
申
込
書
を
持
参
か
郵
送

（
書
留
）で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
関
係
書
類
配
布
・
提
出
期
限

　
12
月
19
日（
金
）ま
で

　

土
日
、
祝
日
を
除
く
９
～
17
時

※
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、
12
月
19

日（
金
）17
時
必
着

▼
配
布
・
提
出
先

　
〒
７
９
１
―
３
１
９
２

　

伊
予
郡
松
前
町
大
字
筒
井
６
３
１

　

財
政
課
財
産
管
理
係

　

☎
９
８
５
―
４
２
３
２

町
有
地
を
売
却
し
ま
す

1所在地　
2地  目
3地積　
4予定価格
5用途地域
6備考

物件１
1松前町大字北川
原字原端1332番1   
2宅地   3177.09㎡   
4 6,074,000円
5市街化調整区域
6旧塩屋集会所跡

児
童
の
医
療
費
請
求
を
お
忘
れ
な
く

　

小
学
１
年
生
以
降
の
児
童
の
医
療
費

を
保
護
者
の
請
求
に
よ
り
助
成
し
て
い

ま
す
。

▼
対
象　

保
護
者
、
児
童
と
も
に
町
内

に
住
所
の
あ
る
人

▼
助
成
期
間

◉
入
院
助
成　

・
平
成
24
年
11
月（
※
）
～
26
年
３
月

診
療
分
…
13
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で

・
26
年
４
月
診
療
分
か
ら
…
中
学
３
年

生
の
３
月
31
日
ま
で

◉
通
院
助
成

・
24
年
11
月
診
療
分（
※
）
か
ら
…
７

歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で

※
26
年
11
月
の
時
点
の
対
象
で
す
。
医

療
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
、
請
求
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
金
額　

保
険
診
療
分
の
自
己
負

担
額（
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
の
保
険
適

用
外
の
費
用
や
食
事
の
一
部
負
担
額
は

対
象
外
）
か
ら
、
高
額
療
養
費
や
付
加

給
付
金
を
除
い
た
額

▼
請
求
手
続
き　

次
の
も
の
を
持
っ
て

福
祉
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

❶
領
収
書（
月
単
位
で
ま
と
め
た
も
の
）

❷
児
童
の
健
康
保
険
証

❸
認
印（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）

❹
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳

❺
限
度
額
適
用
認
定
証（
あ
る
人
だ
け
）

❻
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
の
支
給

額
が
分
か
る
も
の（
決
定
通
知
書
な
ど
）

※
他
の
助
成
制
度
が
優
先
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
児
童
福
祉
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
４

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

期
限
ま
で
に
申
請
を
し
ま
し
ょ
う

　

現
在
、
町
で
は
次
の
給
付
金
の
申
請

を
期
間
を
延
長
し
て
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
対
象
だ
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
申

請
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
期
限
を

過
ぎ
る
と
給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
臨
時
福
祉
給
付
金

▼
給
付
金
額　

１
万
円（
加
算
対
象
者

は
１
万
５
千
円
）

▼
申
請
期
限　

12
月
２
日（
火
）

▼
対
象　

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
人（
課
税
が
あ
る
人
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
場
合
を
除
く
）

▼
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
９
８
５
―
４
１
５
５

②
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

▼
給
付
金
額　

１
万
円

▼
申
請
期
限　

12
月
９
日（
火
）

▼
対
象　

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手

当（
特
例
給
付
含
む
）
を
受
給
し
て
い

る
人
で
、
25
年
中
の
所
得
が
児
童
手
当

の
所
得
制
限
限
度
額
未
満
で
あ
る
人

▼
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課
児
童
福
祉
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
４

「
た
め
ら
わ
ず
　
知
ら
せ
て
つ
な
ぐ
　
命
の
輪
」

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

　

児
童
虐
待
に
は
、
身
体
的
・
性
的
・

心
理
的
虐
待
、ネ
グ
レ
ク
ト（
養
育
の
拒

否
、怠
慢
） な
ど
が
あ
り
ま
す
。親
が「
し

つ
け
」と
考
え
て
も
、子
ど
も
の
心
や
体

の
発
達
が
阻
害
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
は
、

虐
待
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
見
逃
せ
な
い
子
ど
も
か
ら
の
サ
イ
ン

・
い
つ
も
泣
き
声
や
叫
び
声
が
聞
こ
え
る

・
原
因
不
明
の
け
が（
あ
ざ
、
や
け
ど
、

打
撲
な
ど
）が
あ
る

・
表
情
が
乏
し
く
元
気
が
な
い

・
態
度
が
お
ど
お
ど
し
て
い
る

・
衣
服
や
身
体
が
不
潔
で
あ
る

・
家
に
帰
り
た
が
ら
ず
家
出
を
す
る

・
理
由
も
な
く
学
校
な
ど
を
休
む

▼
相
談
機
関

児
童
相
談
所  

全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
―
０
６
４
―
０
０
０

県
中
央
児
童
相
談
所　☎

９
２
２
―
０
５
４
０

福
祉
課
児
童
福
祉
係☎

９
８
５
―
４
１
１
４

試験区分 保健師

採用
予定数 1 人程度

１次試験

教養試験
  （大学卒業程度）
専門試験（保健師）
事務適性検査
一般性格診断検査

２次試験 口述試験・作文試験

平
成
27
年
度
採
用

松
前
町
職
員
（
保
健
師
）
を
募
集
し
ま
す

▼
一
次
試
験

日
時　

12
月
７
日
（
日
）
10
時
～

場
所　

役
場
ま
た
は
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
受
験
資
格

①
日
本
国
籍
を
有
す
る
人

② 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第

２
６
１
号
）
第
16
条
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
人

③
昭
和
56
年
４
月
２
日
～
平
成
５
年

　

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

④
保
健
師
の
資
格
取
得
者
ま
た
は
平

　

成
27
年
４
月
末
日
ま
で
に
取
得
見

　

込
み
の
人

▼
申
込
期
間　

11
月
４
日
（
火
）
～
17

日
（
月
）　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
日
を
除
く

※
郵
送
の
場
合
は
11
月
17
日
必
着

▼
申
込
書
交
付
場
所

　

申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド （
Ａ
４
両
面
印
刷
）
で
き

る
ほ
か
総
務
課
で
配
布
し
ま
す
。
郵
便

で
請
求
す
る
場
合
は
、
必
ず
封
筒
の
表

に
試
験
区
分
（「
保
健
師
請
求
」）
を
朱

書
き
し
、
長
形
３
号
サ
イ
ズ
の
返
信
用

封
筒
（
92
円
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を

明
記
し
た
も
の
）
を
同
封
し
て
総
務
課

へ
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
方
法

　

原
則
、
郵
送
で
お
願
い
し
ま
す
。
必

要
書
類
を
入
れ
た
封
筒
の
表
に「
受
験
」

と
朱
書
き
し
、
簡
易
書
留
で
総
務
課
へ

送
っ
て
く
だ
さ
い
。
※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

《
必
要
書
類
》　

①
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
込
書

②
写
真（
３
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
パ

ス
ポ
ー
ト
申
請
用
と
同
規
格　
（
縦
45

ミ
リ
、
横
35
ミ
リ
）の
も
の
）２
枚

※
１
枚
は
申
込
書
に
貼
り
、も
う
１
枚
は

申
込
書
に
添
え
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

③
返
信
用
封
筒（
長
形
３
号
サ
イ
ズ
。

あ
な
た
の
あ
て
先
を
明
記
し
、
82
円
切

手
を
貼
っ
た
も
の
）

※
申
し
込
み
受
け
付
け
後
、
受
験
票
を

交
付
し
ま
す
。
11
月
25
日（
火
）ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ  

〒
７
９
１
―
３
１
９
２

松
前
町
大
字
筒
井
６
３
１
番
地　

松
前
町
役
場
総
務
課
職
員
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
３
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パ
ー
ト
収
入
と
税
金

　
夫
が
会
社
勤
務
、
妻
は
パ
ー
ト
収
入

だ
け
の
場
合
、
パ
ー
ト
収
入
は
給
与
所

得
と
な
り
、
年
収
か
ら
給
与
所
得
控
除

（
最
低
65
万
円
）
を
引
い
て
求
め
ま
す
。

◉
夫
の
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除

　

妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
１
０
３
万
円
以

下
な
ら
配
偶
者
控
除
を
、
１
４
１
万
円

未
満
な
ら
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
ら

れ
ま
す
。
配
偶
者
特
別
控
除
は
妻
の
パ

ー
ト
収
入
が
増
え
る
と
減
少
し
ま
す
。

◉
妻
の
税
金

　

パ
ー
ト
収
入
が
１
０
３
万
円
以
下
な

ら
所
得
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
町

県
民
税
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
町
県
民
税
に
は
所
得
割
と
均
等
割

が
あ
り
ま
す
。
所
得
割
は
パ
ー
ト
収
入

が
１
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に
、
均

等
割
は
93
万
円
を
超
え
る
場
合
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

配偶者の
パート収入

配偶者
控除

配偶者
特別控除

配偶者自身の課税

所得税
町県民税

所得割 均等割

93 万円以下

○ × 非課税
非課税

非課税

93 万円超
100 万円以下

課税

100 万円超
103 万円以下

課税103 万円超
141 万円未満

×
○

課税
141 万円以上 ×

※合計所得が 1,000 万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。

問
税
務
課
町
民
税
係 

（
町
県
民
税
）

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

　

松
山
税
務
署
・
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
所
得
税
）　
　      

☎
９
４
１
―
９
１
２
１

問松山税務署　☎ 941-9121

松山税務署

年末調整説明会

　会社などで給与の支払い事務
を担当している人を対象に、下記
の日程で説明会を行います。どの
会場でも参加できます。
　できるだけ公共の交通機関を
利用して参加してください。

日時 会場

11/17 ㊊
14 時 ~16 時

東温市中央公民館
大ホール

11/18 ㊋
14 時 ~16 時 松山市総合コミュニ

ティセンター　
キャメリアホール11/19 ㊌

10 時 ~12 時

11/21 ㊎
14 時 ~16 時

松前総合文化センタ－
広域学習ホ－ル

11/26 ㊌
14 時 ~16 時

久万高原町産業文化
会館　研修室

11/27 ㊍
14 時 ~16 時

砥部町中央公民館
２階講座室

※松山市へ提出する給与支払報
　告書 （総括表）は、松山市が郵
　送する所定の用紙をご使用くだ
　さい。

◉国税庁ホームページを利用しよう
　国税に関すること、申告手続
き、路線価図など多くの情報を掲
載しています。詳しくは、http://
www.nta.go.jp まで。

◉ e-Tax を利用しよう
　自宅や仕事場からインターネッ
トを利用して、所得税徴収高計算
書を提出したり、源泉所得税が
納付できたりします。詳しくは、
http://www.e-tax.nta.go.jpまで。
※インターネットでの納付 （インター
　ネットバンキング）については、
　ご利用の金融機関にお問い合
　わせください。

保
険
料
控
除
証
明
書
は
大
切
に
保
管
を

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
と
住

民
税
に
係
る
申
告
の
際
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
こ

の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
支
払
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
11
月
上
旬
ま
た

は
翌
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明

書
」か
領
収
証
書
を
、年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
は
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
11
月
送
付
対
象
者　

１
月
１
日
か
ら

９
月
30
日
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人

▼
翌
年
２
月
送
付
対
象
者　

10
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
の
間
に
今
年
初
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

※
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
も
、そ
の
本
人
の
社
会
保
険
料
控

除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。家
族
宛

て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

☎
０
５
７
０
―
０
５
８
―
５
５
５

※
「
０
５
０
」か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら

か
け
る
場
合
は

　
　

☎
０
３
―
６
７
０
０
―
１
１
４
４

◉
11
月
30
日
は「
年
金
の
日
」

　

厚
生
労
働
省
は
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期
の
生

活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
も
ら
う
た

め
、
11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）を
年
金
の

日
と
し
ま
し
た
。
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
に
つ

い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
年
金
事
務
所
・
役

場
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
10
月
号

の
広
報
ま
さ
き
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
２
５
―
５
１
１
０

　

町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け
出
を

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
家

屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
年
内
に
松

山
地
方
法
務
局
で
建
物
滅
失
登
記
を
行

う
か
、
役
場
に
届
け
出
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
届
け
出
を
忘
れ

る
と
、
翌
年
度
も
取
り
壊
し
た
家
屋
が

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
資
産
税
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
１

　町税や保険料などを口座振替による納付で、領収書を希望する人
には、これまで口座振替領収書を郵送していました。
　しかし、27 年４月から省資源化などを図るため、口座振替領収書
を廃止します。振替の結果は通帳でご確認ください。ご理解とご協力
をお願いします。

▼口座振替領収書を廃止する町税・保険料など
・町県民税（普通徴収）           ・固定資産税
・軽自動車税                               ・国民健康保険税（普通徴収）
・介護保険料（普通徴収）       ・  後期高齢者医療保険料（普通徴収）

▼廃止後も郵送する証明書
・確定申告で使用するための証明書（国民健康保険税・介護保険料・ 
   後期高齢者医療保険料）…毎年１月中旬に送付

・軽自動車の継続検査用納税証明書…毎年５月下旬に送付

　  　問税務課管理収納係（税のこと）　　☎９８５―４１０９
　  　　保険課保険料係（保険料のこと）     ☎９８５―４２２７

  町税・保険料など

口座振替領収書を廃止します
平成27年
4月から

※詳しくは、11月下旬の新聞折り込みチラシ
　でお知らせします。

問産業課商工水産観光係 　☎９８５－４１２０ 

◦日 時　11月29日土、30日日　9 時～ 16 時
◦会場　まさき村店舗前駐車場
　　　　　（エミフル MASAKI 敷地内）
◦内容　   特産品などの展示販売、飲食店の実演販売
　　　　  企業展、ステージパフォーマンス（※）
※餅まきやジュニアダンス、愛

え

の葉
は

ガールズをはじめ、
　四国のご当地アイドルのライブなど各種イベントが
　めじろ押しです。

第２回　　　　　　　産業まつり

たわわ祭
　昨年好評だった「たわわ祭」を、今年は２日間にパ
ワーアップして開催します。みきゃん、マッキー、お
たたちゃん、とべっちなどのゆるキャラも応援に来て
くれます。ぜひご来場ください。

昨年の様子

まさきの農水商工の恵みが集結します
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